
第 24 回地震火山地質こどもサマースクール実行委員会会則 
（名称） 
第１条 この会は、第 24 回地震火山地質こどもサマースクール実行委員会（以下、「委

員会」という。）と称する。この会の略称は「地震火山地質こどもサマースクール

実行委員会」と称することができる。 
（目的） 
第２条 委員会は、木曽御嶽山及びその周辺地域を舞台に、子どもたちが見慣れた景色の

意味を深く、第一線の専門家と一緒に、野外観察や身近な材料を使った実験を通じ

て、楽しく発見し、自然災害、人の暮らしについての理解を深め、自然災害の本質

や自然との関わり方を理解し、持続可能な暮らし方を考えるための地震火山地質こ

どもサマースクールを実施することを目的とする。 
（事業） 
第３条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 
  （１）事業の企画検討及び調整 
  （２）事業の実施運営 
  （３）その他前条の目的を達成するために必要な事業 
（組織） 
第４条 委員会は、公益社団法人日本地震学会、特定非営利活動法人日本火山学会、一般 
   社団法人日本地質学会、御嶽山火山マイスターネットワーク、名古屋大学大学院環

境学研究科附属地震火山研究センター、一般社団法人木曽おんたけ観光局をもって

構成する。 
（役員） 
第５条  委員会には、次の役員を置く。 
   （１）委員長  1 名 
（２）委員    4 名（1 名は事務局と兼任） 
（３）事務局    4 名（1 名は委員と兼任） 

 ２    役員は別表１に掲げる者をもって充てる。 
（役員の職務） 
第６条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 
  ２    委員は、委員会を構成し、会務の執行について決定する。 
  ３    幹事は、事業の執行状況及び会計について監査し、必要があるときは委員長に対 
   し意見を開陳することができる。 
  ４    役員は、いずれも無報酬とする。 
（任期） 
第７条 委員の任期は、委員会の解散までとする。 
（委員会） 
第８条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。 
 （１） 事業計画に関すること 
 （２） 予算及び決算に関すること 
 （３） 役員の選任に関すること 
 （４） 会則の制定及び改廃に関すること 
（招集） 
第９条 委員会は、委員長が招集する。 
（会議の運営） 
第 10 条 委員会の議長は、委員長もしくは委員長から委任を受けた者がこれに当る。 
（定足数） 
第11条  会議は、その構成員の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。 
    ただし、やむを得ない理由により、会議に出席できない場合は、議決権を委任する 
    ことができる。 



（表決） 
第 12 条  会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長が決定す 
   る。 
（事務局） 
第 13条 委員会の事務処理のため、日本地震学会事務局に置き、同普及行事委員長の佐藤 
    明子を事務局長とする。 
  ２ 事務局に関して必要な事項は、事務局長が別に定める。 
（経費） 
第 14 条 委員会の経費は、次のものをもってあてる。 
 （１） 公益社団法人日本地震学会からの事業助成 
 （２） 特定非営利活動法人日本火山学会からの事業助成 
 （３） 一般社団法人日本地質学会からの事業助成 
 （４） 行事参加費 
 （５） その他の収入 
（予算及び決算） 
第 15 条 委員会の予算は、委員長がこれを調整し、委員会が決定する。 
  ２  委員会の決算は、委員長がこれを委員会の認定に付する。 
（会計） 
第 16 条 委員会の会計は、令和 7年 1月 25 日に始まり解散の日をもって終了する。 
  ２  委員会の会計に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 
（専決処分） 
第 17条 委員会の招集するいとまない緊急な事項については、これを委員長が専決処分す 
    ることができる。 
（解散） 
第 18 条 委員会は、第２条の目的が達成された後、速やかに事業報告及び決算報告を行

い、解散する。 
（その他） 
第 19 条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。 
付則 
 この会則は、令和 7年 1月 25 日から施行し、解散の日をもってその効力を失う。 
 
 別表１（第５条関係） 

職名 所属学会 所  属 氏  名 
委員長 日本地震学会 一般社団法人土佐清水ジオパ

ーク推進協議会 
⼟井恵冶 

委員 日本地質学会 信州大学 竹下欣宏 
委員 日本火山学会 名古屋大学 金幸隆 
委員  御嶽山火山マイスター 澤⽥義幸 
委員・

事務局

会計 

 ⽊曽おんたけ観光局 岡本徹 

事務局  御嶽山火山マイスター 

木曽町立木曽町中学校 
近藤裕吾 

事務局  御嶽山火山マイスター 
名古屋⼤ 

⽵脇聡 

事務局 日本地震学会 平塚市立金目中学校 
五領ヶ台分校 

佐藤明子 

監事  御嶽山火山マイスター 小口貴広 



 


